
令和３年度第２回 市川市福祉有償運送運営協議会 
 

 

日 時：令和３年９月２７日（月） 
                            午後４時～午後５時（予定） 

場 所：市川市役所第１庁舎第３委員会室 
※Web 会議システムを利用した 
オンライン会議により開催。 

       

 

会 議 次 第  
 

１ 開 会 
 

２ 議題 
（１）福祉有償運送実施団体の運送対価変更について 

（特定非営利活動法人 ココ COLORねっと） 
（２）その他 

 
３ 閉 会 
 
≪配布資料≫ 

・会議次第 

・資料１ 運送対価値上げに係る報告 

・資料２ 福祉有償運送の対価変更について 

・資料３ 団体情報 

・資料４ 新旧料金比較表 

・資料５ タクシー料金との比較 

・資料６ 福祉有償運送に係る協議・届出・報告等が必要な事項 

 



市川市福祉政策課 
 

運送対価値上げに係る報告 
 

１．団体概要 
団体名：特定非営利活動法人 ココ COLOR ねっと 

住 所：市川市南行徳 1-22-3 芦田ビル 202 号室 

    （詳細につきましては、資料３『団体情報』のとおり） 

 

２．経緯 
令和３年８月３日（火）に、市内で福祉有償運送を行う『特定非営利活動法人 ココ COLOR ねっと』よ

り、令和３年４月１日付で運送対価を変更した旨の申し出がありました。 

 運送対価の変更については、本来であれば変更前に協議会の合意が必要となるため、協議会事務局で同法

人からの事情聴取による事実確認を行った後、国土交通省関東運輸局千葉運輸支局に報告のうえ今後の対応

について協議させていただいた結果、本協議会を開催させていただく運びとなりました。 

 

３．指導 
令和３年８月２７日（金）に、協議会事務局が同席のうえ、千葉運輸支局により上記の事実を確認後、関

係諸法令に基づいた手続きが行われるよう、同法人に対し指導が行われました。 

 

４．対価変更の概要 
   令和３年４月１日（木）より、１時間１,２００円から１,４００円に改定。 

（迎車料金の２００円については変更なし） 

 
５．参考：運送対価の基準  

 

 

道路運送法施行規則 

制定：昭和 26年 8月 18日運輸省令第 75号 

最終改正：令和 3年 3月 31日号外国土交通省令第 33号 

自家用有償旅客運送者が 

利用者から収受する対価の取扱いについて 

（令和 2年 11月 27日 国自旅第 315号） 

第五十一条の十五 

法第七十九条の八第二項の旅客から収受する対価の基準

は、次のとおりとする。 

 

「三 当該地域における一般旅客自動車運送事業に係る運

賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目

的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、

地域公共交通会議等において協議が調つていること（略） 

 

 

 ① 旅客から収受する対価の水準 

    旅客から収受しようとする対価は、施行規則第５１条の

１５において、実費の範囲内であると認められること、営利

を目的としていると認められない妥当な範囲内であること

などが求められており、具体的には、次のイ．からホ．に掲

げる基準を目安とするものとする。 

イ．運送の対価は、当該地域におけるタクシーの上限運賃

（ハイヤー運賃を除く。）の概ね 

１／２の範囲内であること。 

令和３年度第２回

市川市福祉有償運送運営協議会

令和３年９月２７日（金）
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６．参考：市川市福祉有償運送実施団体一覧 
 事業者名 住 所・連絡先 内容･価格（利用時間） 対象者 

1 

特定非営利活動法人 

生きがいと助けあいＳ

ＳＵ市川 

塩焼 2-11-14 

TEL 047-359-9888 

FAX 047-359-9887 

入会金 1,000 円  

年会費 1,000 円 

1 時間当たり 1,400 円、近距離の場合は 30 分

700 円、 走行距離が 10km を超えた場合、距離

料金の加算あり。 

リフトカーの場合のみ乗降料 1 ヶ所につき 100

円加算 

利用時間：要望に応じて対応 

要介護認定者 

要支援認定者 

身体障がい者 

知的障がい者 

精神障がい者 

2 
特定非営利活動法人 

ココＣＯＬＯＲねっと 

南行徳 1-22-3-2F 

TEL 047-397-3333 

FAX 047-374-3810 

入会金 2,000 円  

年会費 1,000 円 

1 時間当たり 1,400 円、以降３０分毎に７００円 

※お迎え料金 200 円 

利用時間：要望に応じて対応 

要介護認定者 

要支援認定者 

身体障がい者 

3 

社会福祉法人一路会 

地域生活支援 

センターＣａｎ 

柏井町 3-637-4 

TEL 047-337-1301 

FAX 047-337-1347 

入会金 5,000 円 

年会費 3,000 円 

5km まで 500 円、以降１km 毎に 50 円 

利用時間：年中無休 24 時間（年末年始を除く） 

身体障がい者（児） 

知的障がい者（児） 

4 

社会福祉法人 

生活クラブ 

風の村介護ステーショ

ン市川 

須和田 1-23-4 

TEL 047-375-3300 

FAX 047-375-3377 

入会金なし  

年会費なし  

４km まで 500 円、以降１km 毎に 100 円 

利用時間：要望に応じて対応 

身体障がい者 

知的障がい者 

5 

社会福祉法人    

市川レンコンの会 

レッツ・レンコン 

高谷 2-15-7 

TEL 047-307-9101 

FAX 047-307-9101 

入会金 5,000 円  

年会費 3,000 円 

5km500 円、以降 5km 毎に 200 円 

利用時間：7：00～22：00（年末年始除く） 

身体障がい者（児）  

知的障がい者（児） 

6 
特定非営利活動法人 

郷の会 オリーブの家 

北国分 2-34-10 

TEL 047-375-6513 

FAX 047-375-6513 

入会金 5,000 円  

年会費 3,000 円 

3km まで 360 円、以降 3km 毎に 120 円 

利用時間：要望に応じて対応 

知的障がい者（児） 

7 

社会福祉法人 

いちばん星 

ミルキーウェイ 

東国分 1-11-3 

TEL 047-710-5960 

FAX 047-710-5961 

入会金なし  

年会費なし 

5km まで 500 円、以降 1km 毎に 50 円 

利用時間：24 時間（12 月 30 日-1 月 3 日休み） 

主に知的障がい者 

8 
一般社団法人 

ロッタリンクス 

大野町 4-2875-2 

TEL 047-338-3255 

FAX 047-337-3077 

入会金なし 

年会費なし 

初乗り走行 5km まで 500 円、 

以後１km 毎に 100 円 

利用時間：要望に応じて対応 

知的障がい者 

精神障がい者 

令和３年８月１日現在 





３．積算根拠 

 利用者様が高齢のため支払方法を変更すると混乱するため、利用券の種類（５００円券・
２００円券）は増やさないという方法で変更額を検討いたしました。 
そして、混乱の少ない 100 円単位の値上げについて、下記の通り検討した結果、値上げ

額を２００円にいたしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 参考】千葉県最低賃金：時間額 925 円（令和 2年 10 月～） 
 
・１００円値上げの場合 

利用券は５００円と１００円に変更になる。お手伝い会員の謝金は１時間７７０円と
なり７０円上がるが、最低賃金９２５円には程遠い。 

 
・２００円値上げの場合 

既存の利用券が使えるため、混乱は少ない。お手伝い会員の謝金は１時間８４０円とな
り募集の条件は良くなる。より最低賃金に近づく。 

 
・３００円値上げの場合 

１万円の利用券の構成の変更が必要となる。お手伝会員の謝金は１時間９１０円とな
り募集条件は良くなりより最低賃金に近づくが、利用者さんの金銭的負担が多くなる。 
 
以上の理由により生活支援サービスの利用料金を１時間１２００円とし、車での移送は

１時間１,４００円となりました。 

値上げ額毎の比較 

値上げ額 

運賃 

１時間あたり料金 

＋ 

迎車料金 200 円 

謝金 

― 

（値上げ前の対価） 

1,400 円 

（1,200 円＋200 円） 
700 円 

100 円 
1,500 円 

（1,300 円＋200 円） 
770 円 

200 円 
1,600 円 

（1,400 円＋200 円） 
840 円 

300 円 
1,700 円 

（1,500 円＋200 円） 
910 円 



 

 

団体情報（対価変更後）  
  (令和３年９月２７日(月)現在) 

No 項目  

１ 運送主体 

法人 
情報 

法 人 名：特定非営利活動法人 ココCOLORねっと 
住   所：千葉県市川市南行徳1-22-3 芦田ビル202号室 
代表者氏名：能星朋子 

事業所 
情報 

事業所名：特定非営利活動法人ココCOLORねっと 
住  所：千葉県市川市南行徳1-22-3 芦田ビル202号室 

対象 身体障害者：4名 要支援・要介護認定者：14名 その他：1名 合計19名 

形態 運送の発地または着地のいずれかが市川市にある。 

２ 
使用車両 

[所有区分、車種、台数（軽

自動車数）] 

所有区分：持ち込み 
車  種：セダン等軽自動車 
台  数：台（1台） 

３ 運行管理の責任者 能星朋子 

４ 整備管理の責任者 宮本均 

５ 

運転者 
[人数、運転免許の種類] 
［75歳以上の運転者の 

有無］ 

人     数  ：1名 
運転免許の種類  ：1種 
※福祉有償運送運転者講習修了、セダン等運転者講習修了 
※過去２年間に免許停止の履歴なし 
75歳以上の運転者： 有（名）／ 無  
次回更新時までに75歳になる運転者：有（ 名）／ 無 

６ 損害賠償措置 
対 人 賠 償：無制限 
対 物 賠 償：無制限 
加入保健会社名：三井住友海上火災保険、セゾン自動車火災保険 

７ 

運送の対価 
[入会金、年会費、運賃(距
離制か時間性かも記載)、

その他条件] 

入会金：2,000円 
年会費：1,000円 
運 賃：時間制 1時間1,400円・お迎え料金200円 
（運賃の起点は市川市、終点は市川市） 

８ 利用時間 要望に応じて対応 

９ 管理運営体制 保有車両2両以下のため、自動車運行管理等の体制とおり 

令和３年度第２回 

市川市福祉有償運送運営協議会 
資料３ 

令和３年９月２７日（月） 



【適　　用】

現　在　の　料　金 新　料　金

時間制料金
（運行・待ち）

・１時間当たり１,２００円
・以降、３０分毎に６００円

・１時間当たり１,４００円
・以降、３０分毎に７００円

迎車料金

新旧料金比較表

１　活動区域
　　　運送の発地または着地のいずれかが市川市にある。

２　料金体系
　　　 ①時間制料金
　　 　②迎車料金として２００円加算
　　 　③運賃の起点及び終点は運転者の車庫から車庫までとする
　　 　④高速代やパーキング代等については別途実費請求

２００円

令和３年度第２回

市川市福祉有償運送運営協議会

令和３年９月２７日（月）
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（１）距離制運賃

初乗り 1.27㎞ 500円 1.27㎞ 530円 1.27㎞ 560円

加算 263ｍ 100円 248ｍ 100円 234ｍ 100円

（２）時間距離併用運賃（時速10km/hr以下で走行した場合）

料金体系

内訳

タクシー料金との比較

１．タクシー料金（市川市内）

　　　 一般社団法人　千葉県タクシー協会ホームページより引用

　　　　（市川市は千葉県A地区に分類されるため、同地区の料金を記載）

普通 大型 特定大型

普通 大型 特定大型

1分35秒(95s)ごとに100円 1分30秒(90s)ごとに100円 1分25秒(85s)ごとに100円

料金
7,700円

1,600円
２分の１料金　：　3,850円

①初乗り料金
　　1270m 500円

②加算料金
　（加算回数 ×1回あたりの加算料金）
　72回 × 100円 = 7,200円

　　■加算距離 （全乗車距離 - 初乗距離 ）
　　　20,000ｍ - 1,270ｍ = 18,730ｍ

　　■加算回数
　　　18,730ｍ ÷ 263ｍ = 71.21673回
                          　　  ≒72回
 
 ③タクシー料金合計
　　（①初乗り料金 +② 加算料金）
　　　　500円 + 7,200円 = 7,700円

(1,400円×1時間)＋迎車料金200円=1,600円

２．タクシー料金との比較（60分20kmの場合）

タクシー料金 ココCOLORねっと

距離制 時間制

令和３年度第２回

市川市福祉有償運送運営協議会

令和３年９月２７日（月）
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運輸支局 市川市

（１）運送の区域の拡大又は変更
　　（減少することとなる場合は除く）

（２）事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの
　　　別の変更

（３）運送しようとする旅客の範囲（拡大する場合）

ー 〇

輸送実績報告
(毎年５月31日までに前年

度実績を報告)
〇 ー

※利用者等から苦情の申し出があった場合には、苦情の内容やその対応などについて、協議会事務局にご報告ください。

30日以内に
届出及び協議会に
報告が必要な事項
（軽微な事項の変更）

(業務の廃止)

１　団体の名称、住所、代表者の氏名

２　路線又は運送の区域（減少の場合のみ）

３　事務所の名称、位置

４　事務所ごとの配置車両の数及びその種類ごとの数
　　（種類の変更を伴わない車両入替の場合を除く）

５　運送しようとする旅客の範囲（減らす場合のみ）

６　事業者協力型自家用有償旅客運送に協力する事業者の名称、
　　住所

７　業務の廃止

事故報告
※自動車事故報告規則
第2条に該当する場合

自動車事故報告書
※３０日以内に運輸支局に提出。
(事故発生時は協議会事務局に連絡)

〇
運輸局へ
提出する
ものの
写し

輸送実績報告書

福祉有償運送に係る協議・届出・報告等が必要な事項

事項
書類の提出

協議会での
事前協議が
必要な事項

１　新規登録

２　更新登録

３　変更登録

４　運送対価の変更

〇

運輸局へ
提出する
ものの
写し

令和３年度第２回

市川市福祉有償運送運営協議会

令和３年９月２７日（月）

資料６


	【令和３年度第２回】福祉有償運送運営協議会会議次第(R3.9.27) .pdf
	【資料00】福祉有償運送運営協議会会議次第(R3.9.27) .pdf
	資料１　運送対価値上げに係る報告（市川市作成資料） - ve6ー.pdf

	20210917132407.pdf
	【令和３年度第２回】福祉有償運送運営協議会会議次第(R3.9.27) 
	資料２　福祉有償運送の対価変更について【修正版】.pdf
	資料２　福祉有償運送の対価変更について【修正版】.pdf

	資料３　団体情報.pdf
	資料４　新旧料金比較表【修正版】.pdf
	Sheet1

	資料５　タクシー料金との比較【修正版】.pdf
	【採用】Sheet１ 

	資料６　【市川市】福祉有償運送に係る協議・届出・報告等が必要な事項（修正版）.pdf
	【採用】9.16



